
マイナ保険証（健康保険証として利用登録したマイナンバーカード）への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度については、令和６年
12月２日から令和７年７月31日までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付することとなりました（「資格情報のお知らせ」は交付しません）。そのため、「後
期高齢者医療制度のしくみ（令和６年６月版）」（以下、「小冊子」という。）の記載内容に一部異なる点がございますが、ご了承ください。
変更後の内容については下記をご参照ください。

「後期高齢者医療制度のしくみ（令和６年６月版）」の記載内容の変更について

（変更後）
⚫ 令和６年12月２日から令

和７年７月31日までは、
マイナ保険証をお持ちの
方にも資格確認書を交付
します（資格情報のお知
らせは交付しません）。

⚫ 「令和６年12月２日以
降」⇒「令和７年８月１
日以降」に変更（取扱い
の開始時期は変更となる
可能性があります。）

（変更後）
医療機関や薬局の受付でマ
イナ保険証の読み取りがで
きない場合には、マイナ保
険証と一緒に「マイナポー
タルの資格情報画面」を提
示することで受診すること
ができます（令和６年12月
２日から令和７年７月31日
までは、資格情報のお知ら
せは交付しません。）

（変更後）
⚫ 令和６年12月２日から令和７

年７月31日までに、以下のい
ずれかに該当する方には、申
請いただくことなく、「資格
確認書」を交付します。
・新たに資格取得する方
・資格情報が変更になった方
・紙の保険証が使えなくなっ
た方（有効期限切れを含む）

⚫ 「令和６年12月２日以降」⇒
「令和７年８月１日以降」に
変更（取扱いの開始時期は変
更となる可能性がありま
す。）

● 小冊子３～４ページの変更箇所
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（変更後）
⚫ 令和７年８月１日以降に、マ

イナ保険証をお持ちの方が資
格確認書の交付を希望する場
合は申請が必要です。

（変更後）
⚫ 令和６年12月２日から令和７

年７月31日までは、マイナ保
険証をお持ちの方にも資格確
認書を交付します（資格情報
のお知らせは交付しません）。

⚫ 「令和６年12月２日以降」⇒
「令和７年８月１日以降」に
変更（取扱いの開始時期は変
更となる可能性がありま
す。）



● 小冊子５～６ページの変更箇所

令和６年12月２日から令
和７年７月31日までは、マ
イナ保険証の保有状況にか
かわらず、資格確認書を交
付します。
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マイナ保険証（健康保険証として利用登録したマイナンバーカード）への円滑な移行に向けた、デジタルとアナログの併用期間を確保するため、後期高齢者医療制度については、令和６年
12月２日から令和７年７月31日までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付することとなりました（「資格情報のお知らせ」は交付しません）。そのため、「後
期高齢者医療制度のしくみ（令和６年６月版）」（以下、「小冊子」という。）の記載内容に一部異なる点がございますが、ご了承ください。
変更後の内容については下記をご参照ください。

「後期高齢者医療制度のしくみ（令和６年６月版）」の記載内容の変更について

東京都後期高齢者医療広域連合 令和６年10月作成


